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〇事務局（作井） 本日は令和４年度第２回ふじさわジェンダー平等プラン推

進協議会にお集まりいただきありがとうございます。今回の会議にあたりま

しては職員に新型コロナウイルス感染事例が発生いたしまして、７月の会議

が本日に延期になってしまったことにつきまして、改めてお詫び申し上げま

す。協議会の開始に先立ちまして、委員の変更に伴う委嘱式を行います。こ

ちらにつきましては、企業・労働団体ということで、藤沢商工会議所女性会

からのご推薦によって星谷けい子様にお務めいただいたのですが、このたび

星谷様に代わりまして冨田御幸様が本協議会の委員にご就任いただくことに

なりました。委嘱状につきましては、本来でしたら市長から交付するところ

でございますけれども、本日公務の都合によりまして、人権男女共同平和国

際課長の鈴木から委嘱状を交付させていただきます。それでは、今からお呼

びいたしますので、冨田様につきましては、その場でご起立をお願いいたし

ます。 

〇事務局（鈴木） 冨田御幸様、ふじさわジェンダー平等プラン推進協議会委

員を委嘱します。期間は２０２２年（令和４年）８月３０日から２０２４年

（令和６年）３月３１日までとします。２０２２（令和４年）８月３０日藤

沢市長鈴木恒夫。どうぞよろしくお願いします。 

〇事務局（作井） よろしくお願いします。では、冨田様から一言ご挨拶をい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

〇冨田委員 皆様こんにちは。お勉強させていただくようなつもりで、参って

おります。自分の見識を少しでも深めていける機会にさせていただけるかと

思い頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。 

〇事務局（作井） ありがとうございました。それでは令和４年度第２回ふじ

さわジェンダー平等プラン推進協議会を開始させていただきます。では、ま

ず資料の確認からさせていただきます。資料につきましては７月の時点でお

送りさせていただいたものをお持ちいただいているかと思いますが、次第の

み本日、委員の変更がありましたので差し替えをさせていただいております。

その他、今日お手元に資料をお持ちでない方はいらっしゃいますでしょうか。

まず、資料１として審議会等の女性登用状況、資料２として、ふじさわジェ

ンダー平等プラン２０３０、令和３年度事業達成状況報告と進捗管理シート

が資料３となっております。よろしいでしょうか。それでは、本日は委員の
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皆様の全員お揃いですので、こちらの会議の成立につきましては、ふじさわ

ジェンダー平等プラン推進協議会要綱第６条の規定に定める半数以上の出席

が認められておりますので、この会議は成立していることを申し上げます。

また、本日の傍聴人の方はなしということになっております。続きまして、

会議の公開についてお諮りいたします。本市におきましては、市政において

重要な役割を果たしております各種審議会等の附属機関やこれに準ずる機関

の会議については、原則公開としております。こちらの会議につきましても、

公開を原則として運営して参りたいと考えておりますが、よろしいでしょう

か。 

（異議なしの声） 

〇事務局（作井） ありがとうございます。ご異議がありませんでしたので公

開とさせていただきます。なお、こちらは議事録作成のためには今回の発言

内容につきまして録音させていただいておりますのであらかじめご了承くだ

さい。それではここからの議事進行は木村会長にお願いいたします。 

〇木村会長 改めまして皆様こんにちは。１回延期になり、また夏休みの中、

ご参加いただきましてありがとうございます。今日は１時間ということで１

５時半まで予定させていただいておりますので議事の進行にご協力のほどお

願いいたします。新しく委員に委嘱された冨田さんようこそ。よろしくお願

いいたします。それでは議題１に早速入ります。審議会等の女性の登用比率

について事務局からのご説明をお願いできますでしょうか。 

〇事務局（田代） はい。それでは資料の１、審議会等への女性登用状況につ

いてご説明させていただきます。お手元の資料１と書かれている資料をご覧

ください。こちらの審議会の女性登用状況につきましては、今年度４月１日

時点の調査結果となります。登用比率につきましては順にご説明申し上げま

す。まずは上段の表にございます国の分類による審議会等の女性登用比率で

ございます。国が定める第５次男女共同参画基本計画の目標では、市町村の

審議会等を２０２５年には４０％以上６０％以下とする目標を掲げておりま

す。こちら国の分類における本市の今年度の女性登用比率は３１．４％とな

っておりまして、前年と比較しますと微増ながらほぼ横ばいの状況となって

おります。続きまして、市独自の分類における審議会等女性登用比率につき

ましてはふじさわジェンダー平等プラン２０３０の成果目標として５０％を
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掲げております。こちらの実績につきましては４２．９％ということで、前

年から僅かに上昇いたしましたけれども、こちらも横ばいの状況となってお

ります。続いて１枚おめくりいただきまして、２ページです。審議会等の女

性比率をまとめてグラフ化したものがこちらでございます。理想としまして

は５０％を中心として山型になることが望ましいのですが、現状といたしま

しては４０％程度を中心に山型と思っております。また上段の国の分類にお

きましては０％から９％の審議会数がやや多くございますので、特にこのよ

うな審議会等の状況を変えていく必要があると認識をしております。３ペー

ジ目以降につきましては審議会等の一覧、国の分類における部ごとの集計内

訳、市独自の分類における部ごとの集計内訳などを添付しておりますので、

ご確認いただければと思います。簡単ではございますが、事務局からの説明

は以上となります。 

〇木村会長 ありがとうございました。前回から１回延期をしてしまったとい

うこともありまして、資料をお配りしてから少し時間があったかなと思いま

すので、お読みいただいている方も少なくないかもしれません。事前にご質

問があればということで、メールで事務局にご質問などをご連絡いただいた

方も複数いらっしゃったということで伺っております。それを改めておっし

ゃっていただいても結構ですし、この場で別に何かお気づきの点などあれば、

ご質問、ご意見いただければと思います。まず挙手いただいて、こちらから

ご指名させていただいて、マイクでお話いただければと思います。いかがで

しょうか。よろしくお願いします。 

（小林委員挙手） 

〇木村会長 小林さん、どうぞ。 

〇小林委員 青少年指導員協議会の小林です。よろしくお願いいたします。郷

土づくり推進会議における女性の割合ということで、少し先になるかもしれ

ませんが、こちらの方で申し上げてよろしいでしょうか。 

〇木村会長 はい、大丈夫です。この中に入っていますね。 

〇小林委員 ５ページ以降です。こちらの割合について、日頃地域で活動して

いるものとして、一言、言わせていただきます。事務局の方へもメールを送

っているのですが、郷土づくり推進会議の委員は公募を除いて、ほとんどの

方が選出母体から推薦されています。例えば各地区にもよりますが、資料１
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の５から９に掲載されている諸団体等です。例として、私も入っていますが、

青少年育成員協議会、民生委員、地区の社協と重複して引き受けて活動して

いる方もおられます。女性の登用比率を上げていくためには、もともとの母

体をバランスよくすることがとても重要だと日頃の活動を通じて痛感してお

ります。また、会長職の兼務がやはりいくつか見受けられる地区もあります。

例えばその地区の会長が男性ですと、行く先の会長が男ということになるの

で、そこは当然上がってくるということになります。多様かつ活発な意見、

会の活性化等を踏まえますと、会長職の兼務はなるべく控えていく方向で考

えたらいかがでしょうかということでお願いしたいと思います。多分、市の

方もわかっていると思うのですが、地区に行くと結局みんな顔ぶれが一緒な

のです。今日は青少年指導員で来ましたとか、今日は●●●委員として来ま

したとか、結構みんないろいろ看板を５枚も６枚も持ってらっしゃる方がい

らっしゃるので、そういう活動は、ご本人の意向でされておられますが、そ

ういった方がやはり役職につくというところで、男女登用の比率の弊害が出

てきているというのは、地域活動を始めて８年経ちましたが特に感じており

ます。特にこれから２０代、３０代、４０代のお母さん、お父さんたちの世

代は、私たちと同じような地域活動していくには、とても厳しいというのが

よくあります。本当に共働きが増えておりますので、皆さんお仕事を持って

活動となると大変厳しいなと日頃痛感しております。そういったことも踏ま

えますと１０年、２０年のスパンで活動しやすくしていくことで、やはり男

女比率アップが上がっていくと思っています。 

〇木村会長 小林さん、ありがとうございます。地域にそういった活動の中で

もやはり充て職みたいな形で、やはり男性に偏ってしまうような現状がある

というお話ではないかと思いながら聞かせていただきました。他にも毎年こ

の女性登用比率は報告事項ということで、長く委員をやっていらっしゃる方

は「ふんふん」という感じかと思いますが、やはり専門性の高いところであ

るほど、どうしても充て職がやはり多くなるという課題があったかと思いま

すので、地域でもそういった似たような状況があるというお話でした。事務

局の方からそういった現状も踏まえて、地域での対応ということで、もし何

かコメントございましたら、あわせておっしゃっていただいてもよろしいで

しょうか。 
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〇事務局（猪野） 人権男女共同平和国際課 猪野と申します。よろしくお願い

いたします。郷土づくり推進会議につきまして、貴重なご意見ありがとうご

ざいます。郷土づくり推進会議につきましては、昨年度、市長名で審議会等

の女性登用比率アップに向けた対応方針を本課から発出し、市民自治推進課

から各公民館に対し、周知を図るなどの取組を進めております。結果といた

しまして各地域の方からは、いろいろコメントが上がってくるようになりま

したが、やはり地域によって温度差があるというのは現状として感じていま

す。また、公民館の担当者からは、性別を問わず地域の担い手が不足してい

て、深刻な状態となっているということが指摘されています。その上で女性

登用比率を改善させていくということがなかなか難しく課題認識はしていま

すけれども、改善につなげるまでに至っていない状況です。今後もこういっ

た周知・啓発等の取組を一つ一つ進めながら改善を図っていきたいと思って

おります。ご意見につきましては、本課と担当課である市民自治推進課と共

有いたしまして着実な取組を進めてまいりたいと思っております。以上です。 

〇木村会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。他にこの女性登用

比率に関して、事前にご質問いただいた方も含めて、もしよろしければ。 

（高橋委員挙手） 

〇木村委員 はい、どうぞ。 

〇高橋委員 高橋です。事前にメールでご質問させていただいた内容をここで

お話させていただきたいと思います。先ほど事務局の方からお話があった２

ページ目、比率が極端に低い０％から９％であったり、逆に女性がとても多

い９０％から１００％であったりというところが私も気になるなと思ってご

質問させていただいております。そういった委員会には何らかの働きかけが、

もちろん難しいと思いますけども、必要なのではないかと思います。 

 例えば、定員が５名でも１０名でもいいのですが、ある一定水準の定員のと

ころについては１名以上女性を入れる程度のなにか目安を示すとかそういっ

たことがあってもいいと思いました。それから、最初のところの分類で職員

の女性比率がとても少ないのがすごく気になりました。こちらも市として何

か考えられたらいいと思いました。以上です。 

〇木村会長 高橋さん、どうもありがとうございました。事前にメールでもご

質問いただいていた部分でもありますので、事務局の方から、改めて現状の
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ご説明お願いいたします。 

〇事務局（猪野） 審議会等の女性登用比率につきましては、委嘱前に本課と

事前協議を実施することとさせていただいております。数字上極端に低い、

もしくは高い場合につきましては個別に対応を求めるなど、図っているとこ

ろです。昨年度の女性登用比率アップに向けて対応方針におきまして、事前

協議の帳票を変更しまして、その中で必要な検討、対応を図っているかとい

うチェックシートを新たに加え、その中で見えてきたことは、対応できるこ

とを確認できるようにしました。その中で、こういった数値に極端に差が出

るところの多くが法令や規則の関係で充て職になっているという理由が多く

ありますので、審議会等の実施体制を含めて検討ができるかどうか、もう一

度確認をしながら周知を図っていきたいと考えております。また職員のみの

審議会等につきましては、技術職を中心とした職場は女性職員が少ないとい

うことが原因というふうに考えております。女性の技術職の応募というのが、

現状非常に少ないという状況もありまして、現在職員課におきまして採用募

集のパンフレットや広報にて、女性が活用している事例、もしくは庁内職員

の紹介という形で積極的なＰＲを図っているということを確認しております。

引き続き女性の活躍できる職場作りといった取組を進めてまいりたいと考え

ております。 

〇木村会長 高橋さん、よろしいでしょうか。 

〇高橋委員 ありがとうございます。女子学生の登用といいますか、リクルー

ティングの部分から、やはり少し変えていくことによって、上がっていく数

値であるという部分もあるのかなと思います。 

〇木村会長 他にこちらの方の議題に関しまして。 

（高石委員挙手） 

〇木村会長 はい、高石さんお願いします。 

〇高石委員 高石です。よろしくお願いいたします。今、技術職のというお話

ありましたけども、もし技術職を外した数での比率等が、細かい数字はない

のかもしれませんけども、目安でもあれば、お聞かせ願いたいと思いますの

がまず一点。そして、５０％まであるかどうかわかりませんが、高い女性比

率の部門とそうでない部門があったとして、それが働き方にどんなふうに変

化があるのでしょうか。例えば、これは社会とか組織が良くなるためにやっ
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ているものであり、単なるゴールではないわけでして、いろいろ数値を出て

いますけども、定常的なものだけではなく、３０％超えている部署は残業時

間が少ないとか、女性がいきいきしているとか、男性も育休が取れていると

か、そういったことのためにやっていると思うので、そういった話もちょっ

と伺いたいなと思います。よろしくお願いします。 

〇事務局（猪野） まず技術職を除く市職員の比率というところは、この場で

のお答えは難しいのですが、事務職に関しての男女比率は一定の均衡が保た

れてきているかと思っております。次に、女性が活躍している分野、職場と

いうところにつきましては、保健医療部門・福祉部門のところは女性比率が

非常に高くなっております。以前ですと例えば事業系の課には男性の方が圧

倒的に多いというのもあったのですが、最近は女性との比率も配慮されるよ

うになりまして、どこの課も均等に配置が行われるようになってきていると

いうのが実感としてありますが、先ほどお話した技術職につきましては、全

体の総数は男性の方が圧倒的に多いという状況もありまして、なかなか女性

の配置が進まないという現状になっております。次に女性の多い職場の時間

外との連動性というところですけれども、対比する事業の内容が大きく違っ

ていますので、一概に申し上げることは難しいかと思うのですが、今後の分

析というところでは大切なことと思いますので、その手法につきまして、検

討させていただければと思っております。 

〇木村会長 高石さん、よろしいでしょうか。 

（井上委員挙手） 

〇木村会長 はい、井上さん。 

〇井上委員 井上です。質問というよりもコメントなのですが、今の２人がお

っしゃったことは本当に重要だと思います。最初に高橋さんの方でいうと、

やはり原因をきちんと定めて対応したらいかがですかという話だと思います。

お答えの中にも例えば充て職が多いとかそういう形のコメントがありました

ので、やはりちゃんとやってらっしゃると思う一方で、だから次にどうする

というふうにしていかないと、これは進まないかなと思います。この数字は

いいところまで来ているが、横ばいで突き破れない。他の自治体でもそうい

う所は多いと思います。そのためには、やはりこれまで同じことをやってい

たのでは進まないわけですから、原因が段々わかりつつあるということにつ
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いては、それを取り除くためのいろいろな手段を生み出していく必要がある

かと思います。それが単にこの課からの働きかけということだけでは、多分

難しいと思いますので、そこは全庁的な形で様々な進め方をお考えいただき

たいと思っています。そういうお話だったと思います。それともう一つ高石

さんの話もすごく私も興味深く伺いました。特に最後のご質問で、女性が多

いところは、もしかしたら残業が少なかったり、働き方がちょっと他と違っ

たりといった可能性がないだろうかということです。だから女性が増えたこ

とによって具体的にどういう違いが出てくるかっていうのをもう少し具体的

な形で示してもらうと、女性登用の方にもプラスに働くと思いますので、な

かなか定量的にやることが難しいのではないかと思うので、少し工夫をしな

がら、ぜひ進めていっていただきたいと思います。すぐ効果が出ることでは

ないけれども、少しずつでも、こういう働き方をして、もしかしたら男性職

員で、職場がこんなに変わったというのもあるかもしれないし、おっしゃっ

た通り、職場の職種や行政の体制によって、一律でいかないことだというの

は十分わかっていますけれども、そこを超えてこういう働き方をしている職

員がいるというような紹介をしていくのはとても重要だと思います。それと

ともに少し大きく考えますと、おそらくこれは市役所の職員のキャリアを形

成に関する指針みたいなところに話がおそらく繋がってくことだと思います。

ここの課やあるいは人事課なんかとも協働して、もう少しキャリア形成みた

いなところからプログラミングしていくといいかなというふうに、３０年ぐ

らい前から言っていますけれども、なかなか。それこそ私の時代であれば、

やはり総合職としていろんなところを回って、だんだん上に上がって、大き

な仕事を自分で決めていける仕事に就いていくというのが一つのパターンで

すよね。でも最近はやっぱり、そうではない形で例えば専門的にこの仕事を

したいから入ったんだという学生がいたり、うちの学生に聞くとそういう学

生もいます。そういう人が市役所の中でキャリア積んでいくというのは、モ

デルがちょっと少ないという気がしますので、そういうことも含めて、市職

員のキャリア形成、キャリアデザインみたいな発想から少し人事政策含めて、

取り組んでいただきたいと思っています。男女共同参画ということだけでは

ないと思いますけれども、男女共同参画やジェンダーはその場合のとても重

要な柱になると思いますので、この課が旗を振ってもいいと思っています。
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以上感想です。 

〇木村会長 ありがとうございました。はい、その通りだと思います。 

（宮川委員挙手） 

〇木村会長 はい、宮川さん、お願いします。 

〇宮川委員 宮川です。質問というかコメントなのですが、実は昨年もこれを

見ながら同じことを言ったと思ったのですけれども、資料１の１ページ目の

分類別詳細の中で、この２、３、４という行政、法律、条例というのは非常

に行政のコアな部分、行政全体のデザインをしていく部分においての女性の

参画が非常に少ないというところが気になるところです。井上さんがおっし

ゃったようなキャリアデザインを考えてもやっぱりサービスとしての行政を

どういうふうにデザインしていくのかがここの部分になるかと思いますので、

そこへの女性の登用というのが非常に重要かと思います。それから、もう一

点が、職員のみのところが非常に少ないというところも、やはりこれも同じ

構造なのかなというふうに思います。もう一つ、これはディスカッションす

るような内容ではないのですけれども、先ほどのお答えの中でも充て職の多

いというようなお話があって、これは私も何年もずっと聞いてきたので、一

瞬納得しそうになったのですけれども、よくよく考えてみると、何故そこが

充て職なのかということを考えると、実はこれがジェンダーの格差の一つの

要因になっている。要職が男性で占められていることをある意味増幅するよ

うな装置として働いているということなのかもしれないと印象として思いま

した。なので、充て職であることの意味というのをジェンダーの意味からも

う一度考え直してみるというようなことが、今後少し長いディスカッション

になるかと思いますけれども必要になってくるかと思いました。以上です。 

〇木村会長 はい、ありがとうございます。 

〇事務局（猪野） 貴重なご意見ありがとうございます。充て職が多いという

ことに関しまして、やはり課題というふうに認識をしておりまして、その点

につきましては、昨年１２月に発出いたしました女性登用比率アップに向け

た対応方針の中で、充て職の緩和というものを具体的に提示させていただい

ております。要綱の改正などを実際に行い、女性登用比率がアップした審議

会等もありますので、そういった事例の蓄積というものを積極的に図りなが

らの庁内へ情報提供していきたいというふうに思っております。また、こう
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いったことに関して事前協議の中でも、きちんとお話をしていくという考え

方は引き続き持っていきたいと思っております。 

〇木村会長 ありがとうございます。今おっしゃった内容で要綱を出していく

ことによって改善した審議会があるということですけれども、具体的に例え

ばどこか今分かりますか。 

〇事務局（猪野） すみません。何件かそういったコメントが返ってきたとい

うのをと記憶していて、お答えしましたが、具体的に審議会の名前までは把

握していないので、後ほど公表させていただければと思います。 

〇木村会長 わかりました。次回のときでも結構ですけれども具体的な成果と

いうことだと思いますので、ぜひ、この場で皆さんと共有できればと思いま

すので、よろしくお願いします。 

（片岡委員挙手） 

〇木村会長 片岡さん、お願いします。 

〇片岡委員 片岡でございます。私は正直言って、これを毎年見るのがつらい

んですね。何故つらいかというと事務局がご説明されたように、なんとなく

ずっと横ばいだからです。昨年、市長からメッセージが出されたことという

のは、とても意義あることだと思っていますが、残念ながらそれがまだ数字

として表れていない。特にやはり私が気になるのは高橋さんがおっしゃった

のと同じように０％と０～１０％、それから９０～１００％、逆に女性ばか

りというところがある。この偏りがとても気になります。普通の社会のよう

に男と女がだいたい半々ぐらいの状態にするのがナチュラルな形だと思いま

すので、それをめざしていただきたいわけですが、何十年もこれを見ていて、

ずっと０のところ、もう歴史的にずっと０のところがあります。よく見てい

くと、やはりジャンル的に弱いというか、ジェンダー施策が行き届いていな

いところがあると思うのです。それを改善するには例えば今ぱっと見たとこ

ろですと農業とか畜産といった第一次産業分野、それから防災、経済、観光、

国民保護協議会とかもそうですね。それから名誉市民のものとか、北部の方

の開発とか、公共工事とかそういったものも女性の参画が少ない分野かと思

います。２０３０年までに５０％。あと８年９年しかないわけですよね。そ

うしたら普通にビジネス的に考えたら１年に１％ぐらい着実に上げていかな

きゃいけない。そうしたら、やはりそのようなところにもう少し日ごろから
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の働きかけをしないと、これは改善されていかないのではないか、つまりこ

の委員会に対してではなくて、農業に関わる畜産に関わる女性の地位をもっ

と上げていくための施策を日頃からしていないと、それは反映されないし、

北部地域の女性の地位の向上に対して日頃から何かの仕掛けをもっていかな

いと、これは改善されないと思います。そういった特定の明らかに見えてい

るジェンダー的に弱い部分に対して、この審議会、協議会という形ではなく

て、日頃の施策をもう少し重点を置いてやっていただけないでしょうか。よ

ろしくお願いいたします。 

〇木村会長 はい、今すぐということではありませんけど、一言コメントお願

いします。 

〇事務局（猪野） こちらも件も非常に貴重なご意見ありがとうございます。

この点については、やはり私どもの方も数値を見ながら理解している部分は

ありますけれども、それをどういうふうに具体的にやっていくかというとこ

ろは、なかなか難しい部分でもありますので、もう少ししっかりと政策研究

というところも力を入れていきたいということを今考えているところではあ

ります。今後もご意見を頂戴しながら、具体的な取組を進めていきたいとい

うふうに思っています。 

〇木村会長 はい、ありがとうございます。政策面での研究という部分かと思

いますので、引き続きここでもお話できたらと思います。ありがとうござい

ます。こちらのテーマに関しまして、もし何か今後追加でご質問等ありまし

たら、事務局の方におっしゃっていただければと思います。先ほど私の方か

ら質問させていただいた具体的な改善があった審議会についての情報なども

提供いただきたいと思っておりますので、引き続きご意見をいただきたいと

思っております。次の議題２に移ってまいります。ジェンダー平等プラン２

０３０の事業の進捗状況の部分でございます。事務局からご説明いただいて、

その後皆様からご質問いただきたいと思います。 

〇事務局（田代） 続きまして議題２ということで、引き続き人権男女共同平

和国際課の田代がご説明いたします。ふじさわジェンダー平等プラン２０３

０の令和３年度達成状況につきまして、資料２、資料３によりご説明させて

いただきます。併せてご確認いただければと思います。まず資料２の表紙を

めくっていただきますと、こちらに総括表がございます。こちらの総括表は
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ふじさわジェンダー平等プランの重点目標ごとに達成状況とその割合がまと

まった表となっております。事業の達成状況につきましてはＡからＤまでの

４段階評価で、各課が自己評価をしたものとなっております。Ａにつきまし

ては「目標を達成した」、Ｂに関しては「目標を概ね達成した」、Ｃに関して

は「目標達成できなかった」、そしてＤに関しては「目標となる事業が実施で

きなかった」となっております。まず各評価につきまして、Ａにつきまして

は主な具体的事業をはじめ、関係事業を着実に実施し、目標となる効果が得

られた。目標となる指標がある場合につきましては、それを達成したという

ものになっております。Ｂにつきましては、目標の中核となる主な具体的事

業は実施しており、目標とする効果や指標が概ね達成できたということによ

りまして、これまでの事業の評価だけでなく効果に着目をして、その達成度

を記載するようになっております。結果の割合につきまして、Ａにつきまし

ては２２％、Ｂにつきましては６９％、Ｃにつきましては６％、Ｄにつきま

しては３％になっておりまして、前のプランの進捗管理最終年度の令和２年

度と比較しまして、達成状況につきまして、こちらの中心はＡからＢに移っ

ておりますけれども、未実施の件数につきましては３％という形で減少して

おります。続きまして例年通り評価Ｃ、Ｄについて具体的な説明をさせてい

ただきます。まず達成状況のＣにつきましては、新型コロナウイルス感染症

の影響による事業中止等が直接的な原因でないものについて次の通りとなっ

ております。資料３に令和３年度進捗管理シートがございまして、それぞれ

のシートの右上に通し番号が書かれております。こちらの通し番号で事業番

号をお話しさせていただきます。まず１７ページの通し番号３４番、３６番、

７９番につきましては、いずれも女性登用比率が目標値である５０％に達し

ていなかったことによりＣ評価とさせていただいております。以前は事業実

施に着目して評価をしていたため、Ｂ評価としていた部分ではあったのです

が、実績基準が目標値を下回ったことによりＣとしたものでございます。続

きまして通し番号２６６番、いのちを支える自殺対策の実施につきましては

事業をオンラインに変更するなどして対応したものの、令和３年度に自殺者

が増加したこと、また講演会などの一部事業が中止となってしまったことに

鑑みまして、総合的な判断としてＣ評価になっております。続きまして達成

状況Ｄの事業につきましては、新型コロナウイルス感染症による事業中止等
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か、直接的な原因でないものといたしましては、通し番号５１番、女性のキ

ャリア形成支援として、事務所開設の際に事業所にかかる賃借料ですとか改

装工事費を助成する事業ですが、こちらの申請がなく、また支援実績がない

ことから、評価がＤとなったものでございます。説明は以上でございます。 

〇木村会長 はい、ありがとうございました。資料２と資料３にわたりました。

こちらのジェンダー平等プラン２０３０進捗状況に関するご報告でございま

した。こちらは事前にメールでご質問いただいた方もいらっしゃいますし、

本日ご覧になってお話をお聞きになってのご質問、ご意見で結構です。何か

おありの方、挙手いただいてご発言ください。お願いいたします。 

（宮川委員挙手） 

〇木村会長 宮川委員、お願いします。 

〇宮川委員 宮川です。今のご説明をいただいたＣ評価のものについては非常

にわかりやすくて、こういうふうに出てくるというのはいいことだなという

ふうに思います。目標値を下回ったので、Ｃ評価ですということがクリアに

なったということで非常に良いと思うのですけれども、この進捗管理シート

の全体を見させていただいて、ほとんどのものに関しては目標というものが

書かれていない中で、目標がどれだけ達成されたかというのが書いてあると

いうのがちょっと気になったところです。中をよく見てみると、同じような

達成状況なんだろうなと思いながら課によって、ＡになっていたりＢになっ

ていたりというものがあるようにと思われております。なので、今後このよ

うなシートを作るときに、目標は何なのかということを欄にして、明記して

いただく。それに対してどこまで達成できて、もちろん各事業というのは、

書かれた目標だけのことではないと思いますけれども、目標以外にもこんな

ことができたっていうのは、どんどん盛り込んでいただくにしても、少なく

とも各事業に対して目標を設定して、目標に対してどれだけ達成できたかと

いうことが、より明らかになるような調査になっていくと今後良いのではな

いかと思いました。以上です。 

〇木村会長 はい、ありがとうございました。進捗管理シートに基づいた目標

との照らし合わせの仕方ということで、見ていますとそういうところがある

かなと思いますので、改善の方向性として、事務局いかがでしょうか。 

〇事務局（猪野）この進捗管理シートが見づらい形になってしまっている部分
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かと思いますけれども、目標につきましてはジェンダー平等プランそのもの

を目標という形にしておりまして、各課の方でそれに基づいて評価を入れる

ということとしております。まずその点につきましては今お話を伺っている

中でも、では具体的に取組をしていくのかというところがなかなか見えにく

いと思いますので、次の年度の調査票につきましては、少し改善を図ってい

きたいと思っております。 

〇木村会長 はい、ありがとうございます。少しずつ見やすくなってきている

かなと思いますので、引き続きということでお願いできたらと思います。そ

の他はいかがでしょうか。 

（高橋委員挙手） 

〇木村会長 高橋さん、お願いいたします。 

〇高橋委員 高橋です。こちらも事前にメールでご質問させていただいた内容

で二点ございます。一点目が資料２の重点目標３の「ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進」の市の男性職員の育児休業取得率ですけれども、こちらへのお

願いとして、是非こちらについては目標を達成していただきたいなと思って

います。やはり市の職員がそういったところでしっかりやっていると示す姿

勢も大切かと思いますし、そのためにはなかなかご本人だけでやるというに

は難しいと思いますので、ご本人だけではなく管理職やこちらの課ですとか、

あと推進委員会のトップや市長から働きかけるというのも、市の職員に対し

てできるのではないかと思いました。事前に休暇がわかっていれば、組織と

してその人の仕事の割り振りを見直すとか、その課全体にもメリットもある

と思いますので、そういったこともあわせてご検討いただければと思います。

もう一点がコロナ以外のところでのＣ評価、Ｄ評価というお話がありました

けれども、そのコロナの関係で施策全体としては、オンラインをうまくし利

用して評価が高かったところ、できなかったから中止したそういったものが

あったかなと思います。講演会についてはもちろんリアル開催の良いところ

もあると思いますが、オンラインの方が逆に後で見直せたり、会場に行かな

くても講演が聞けたりといったこともありますので、良い方を取ればいいと

思いますし、逆にオンラインが使えていない企画についてうまく利用できて

いる類似の企画がありましたら、こういったやり方ができますよとか、そう

いったところをお知らせするような支援の仕方も、市としてできるのではな
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いかと思いました。以上です。 

〇木村会長 はい、どうもありがとうございました。何かございますか。 

〇事務局（猪野） まず一点目の男性の育休取得につきましてですが、職員研

修や職員課発出の通知等で現在周知を図っているところでございます。また

今年度、本課主催の共に生きるフォーラムを開催するようになっております

けれども、特に男性の育休を含めまして、先進的な取組を行っております日

本航空株式会社から講師をお招きいたしまして、男性育休の取得のメリット

などにつきましてお話を伺う予定としております。こちらは一般公開とあわ

せまして、各課１名の職員を研修として受講させまして、職員への意識浸透

を図りたいと考えております。また庁内会議の活用につきましては貴重なご

意見として検討してまいりたいと思っております。続きまして２つ目のオン

ラインを含めた活用ですけれども、講演会につきましてはやはり内容や対象

者を含め検討した中で、オンラインがいいのか、もしくは講演会という形で

お招きしてやっていくのがいいのかというところは各課等で現在検討しなが

ら進めているところになっております。講演会等の情報につきましては、職

員が共有できるポータルサイトに掲載されますので、どういった取組をして

いるかが共有しやすくなっております。そういったツールを使って私どもも

含めまして、好事例がありますと、そこの課に問い合わせて反映させていく

ということをやっておりますので、こういった相互の庁内発信というところ

が重要だと考えております。 

〇木村会長 はい、どうもありがとうございます。こちらのテーマについては

いかがでしょうか。 

（冨田委員挙手） 

〇木村会長 冨田さん、よろしくお願いいたします。 

〇冨田委員 理解不足でしたら申し訳ないのですが、男性の育休の話で、男性

の育休が取りにくいことの原因をどのように判断してらっしゃるのかを伺い

たいです。私の会社の例で申し上げますと、現状私は事務を離れているので

変更があるのかもしれませんが、育休を取ると、収入の７割が保障され、手

当してもらえます。育休事例が発生したときに「育休を取ったら」と言って

も、「収入が７割になってしまったら困るので取れない」ということで、男性

が５日間だけ取れる別の育休がございますよね。それも７割になるのですが、
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それを会社の方で手立てを取って取りやすい形にして、そちらの５日間の方

は取ったのですが、普通考えると、私の会社は給料が安いですし、それから

７割の収入になってしまうと実際に皆さん取れるのでしょうか。取れる方も

もちろんいらっしゃると思いますけど、男性だとご主人が収入の中心の役割

を果たしていて、女性が７割になっても割と抵抗感が少ないのかな。だけど

男性の方が夫の方が７割になっちゃうというのは、そこの家計によっては結

構深刻な問題だと思います。私の経験上、現状の法律を知らないで言ってい

るのですが、育休が進まない原因の一つはやっぱり収入の問題にあるのかな

と漠然と思っております。その辺、お考えや分析があるのであれば教えてい

ただければと思います。 

〇木村会長 これは民間、行政それぞれというふうなところもありますよね。 

（小林委員挙手） 

〇小林委員 小林です。冨田さんのお話に加えまして、私は昨年度藤沢市が行

っている双子ちゃん、三つ子ちゃんの子育てサロンがあるんですね。そちら

の方に２回ほどお手伝いに行ったときに、２回目のときに５～６組いらっし

ゃったんですが、１組除いてパパが来ていたんです。時代は違うわと思って

いたら、育休を会社から強制的に取らされているというか、セットになって

いるんですとおっしゃっていたパパがいらして、市の状況を見たときに藤沢

市はどうなんだろうと思って、逆に言えば先駆者的に強制的に行政としては

取るというモデルを示してもらって、それを民間がならっていくというのが

いいんじゃないかと思ったり、ちょうど宮城さんがいらしているので、今の

状況を教えていただきたいなとずっと思っていて。そのサロンでは、１年取

っているというパパもいらっしゃったんですよ。４人子育てするのは大変だ

からと１年取っていますというパパもいて、第一子が双子ちゃんのパパは３

か月取っていますとおっしゃっていました。 

〇木村会長 ということで、今の会社はどうなっているのかというところです

けれど、地域の民間企業の状況というところで、最近お気づきの点とか変化

など感じられるところがございましたら。 

〇宮城委員 そうですね。制度としてはやっぱり育休を取っても良いという形

で、決して強制的ではないですが、ただ、会社全体として女性のキャリアを

上げていこうというのは合致していまして、女性で長い間育休を取るという
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方は減ってきたように感じます。まだお子さんが小さいうちから保育園に入

れて、ちょっとでも仕事をしたいという女性が増えていると、男性の育休が

増えているという実感、正直あんまり感じないですけども、保育も少し藤沢

市とかは充実しているのかもしれませんが、何とか保育園などで見ていただ

きつつ、早めに仕事に復帰したいというマインドは高まっているとは感じま

すけれども、決して男性が増えているとは感じていないです。 

〇木村会長 なるほど。今、冨田さんからご意見あったような収入という部分

もクリアにしていくというところでの早期に施行されるということは確かに

あるかと私も受けとめておりますし、一方で小林さんおっしゃっていただい

たように育児の現場で、男性パートナーの方がどんどん出てきているという

ような、やはり世代としても非常に大きいのかなというふうに感じる部分も

ありまして、もしよろしかったら池田さん、私からご指名して申し訳ないの

ですが、父親というお立場からまた最近の活動の中での変化とか、今の皆さ

ん方のコメントとかお聞きになって、何か共有いただける部分がありました

ら、お話しいただいてもよろしいですか。 

〇池田委員 はい。ＮＰＯ法人ファザーリングジャパンの池田と申します。男

性育休のことですけれども、昨年度（２１年度）の国全体としては、育休の

取得率というのは１３％を超えていて、去年１２．７５％というところは、

これ公務員を除いた値です。なので、民間企業だけを見ても全国的にはそれ

ぐらい高くなって１３％ぐらい高くなっているということと、公務員を含め

るともっと高くなってくるので、この３０％という目標値が出ていて私はち

ょっと実は少ないと思いました。なので、これはひょっとしたら計算式が少

し何かあるのではとモヤモヤ考えていたところではありますけれども、男性

の育休取得率というのは伸びていますし、所得の８割ぐらいが戻ってくると

ころということで給付金についても前よりかは少し良くなっています。ただ、

それも半年まで半年を過ぎてしまうと給付率もちょっと下がってしまいます

けれども。なので、夫婦で半年ずつくらい取ると実は一番良い給付率にはな

るというところもございます。大手の方では、もう義務化が進んでいますの

で、多分地域でも、育休を取得して、地域で子育て支援センターにいらっし

ゃるパパさんもとても多いと思います。ただ中小企業はそこまでまだまだ行

ってないっていう状況でもありますし、もっと言いますと大手企業は休職率
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を公表しなくちゃいけないとか、いろいろ制度も変わってきていますので、

もっともっと育休普及率というのが高くなるのだろうと思っています。しか

し、育休というのはあくまでスタートなので、これから子育てを向かい合う

ための知識や技術というのをプラスアルファでやっていく必要があるところ

も、あわせてお伝えしたいと思います。 

〇木村会長 ありがとうございます。いろいろなコメントをいただいてありが

とうございます。 

（井上委員挙手） 

〇木村会長 井上さん、どうぞ。 

〇井上委員 今の育休の話はとても大切なところだと思います。民間の方、公

務員の方それぞれだと思います。収入の問題もありますし、現状としては女

性の方は非正規雇用が多いということも含めていろいろ問題あるかなと思い

ます。二つ話したいんですけど、一つは昔、育児休暇制度が始まったときに

読んだ新聞記事でしたが、ドイツで似たような育休制度が始まったときに夫

婦で夫が自営の弁護士で高収入、妻は普通のサラリーマンというカップルで

どっちが育休を取るかを決めたい。夫の方が収入はよい、妻の方が少ないと

いう状況で日本のさっきの話もありましたけど合理的に家計収入を考えると、

妻が休んだ方がいいんですね。そのときの夫婦はどういう決断をしたかとい

うと、夫の方が社会的な地位も高いし、プレステージが高い職業に就いてい

る。だから自分が休むと。この新聞記事を読んだときに本当に目から鱗が落

ちたんですね。もちろん経済的な問題は重要ですけれども、その後のリカバ

リの問題を考えると、そうではない選択があってもしかるべきだし、それを

できるために夫婦の間でのお互いの意識というか、自尊心というか、それを

お互い認め合っているということが前提となりますので、そう簡単にはでき

ない話ですけども、ジェンダー構造の中にいる私たちにはなかなかできない

決断だと思ったのが、３０年過ぎてもまだこの話を思い出します。それと公

務員は率先して取得するべきとの話がありましたけども、前にもお話したか

もしれませんが、私も公務員の方の３０％は低いと思います。公務員の方に

育休を取ってほしい理由の一つには、もちろんそのワーク・ライフ・バラン

スでありますとか、プライベートライフをもっと充実してほしいということ

は、もちろん一般的な会社員と同じようにありますけど、もう一つとても重
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要なのは育休を取ると、5 日とかそういうのではなくて何ヶ月単位で取って

いただけると、責任持って育児や家事をまわすようになります。そうすると、

子どもが小さい時は役所の様々な制度を使う機会が多いですよね。そうする

と今まで役所の中にいて、市民を見ていた人が初めて向こう側から市政を見

ることができます。これは本当に大切な機会だと思いますので、そういう観

点からも育休制度を考えていただきたいと思っています。以上です。 

〇木村会長 はい、ありがとうございます。これから男性に限らず育児休暇は

引き続き政策のトピックになってきますので、また皆さんとお話していけた

らと思っております。ありがとうございます。ちょっと時間もそろそろきま

したので、どうしてもこの場で何か告知も含めてございます方いらっしゃい

ますでしょうか。特によろしければ、事務局の方からご案内とともに次回以

降のご案内をいただいて、終了したいと思います。事務局の方からお願いで

きますでしょうか。 

〇事務局（猪野） 次回の協議会につきましては現在日程の方は調整をさせて

いただいておりますが、今年度につきましては３回実施したいというふうに

考えております。今後、市長名での対応方針というのを発出していくという

ことがございますので、それに合わせた形で実施ができたらと思っておりま

すので、改めてご連絡をさせていただきたいと思います。先に事務連絡をさ

せていただきます。チラシを置かせていただきましたが、「生きづらさを抱え

る若年女性たちの今とこれからに必要なこと」ということで令和４年度藤沢

市自殺対策講演会を本課と保健予防課の共催で実施を予定しております。こ

ちらの方はオンラインになりますので、チラシのＵＲＬから入っていただき

ますと、予約ができますので、申込みをしていただいて、ご覧いただければ

と思います。もう一件がまだ公開していないのですが、１０月２１日（金）

に２市１町広域連携事業の「ジェンダー平等・男女共同参画講演会 共に生

きるフォーラムふじさわ２０２２」ということで、先ほどお話をさせていた

だきました日本航空株式会社から社員の方に来ていただきまして、「誰のため

の女性活躍～女性活躍はあなたにとってのチャンス～」というテーマで、ご

講演をいただく予定となっております。一般公開も予定しておりまして、職

員研修と併用して実施したいと思っておりますので、よろしければご参加い

ただければと思います。９月２５日の広報でお知らせする予定になっており
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ますので、ご覧いただければと思います。以上となります。 

〇木村会長 はい、ありがとうございました。これで議題の方は全て終了にな

ります。次回以降のスケジュールはまた改めてご案内いただけるということ

ですので、皆様またご協力のほどお願いいたします。本日はご参加いたしま

してどうもありがとうございます。皆さん引き続きのご健康に気をつけてお

過ごしいただければと思います。ではまた次回お会いしましょう。ありがと

うございます。お疲れ様でした。 


